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三
条
大
橋
西
詰
・
中
島
町
を
中
心
に

佐
々
木

夏

妃

は
　
じ
　
め
　
に

　
伊
勢
参
宮
や
西
国
巡
礼
な
ど
、
日
本
の
近
世
は
旅
行
文
化
が
興
隆
し
た
時

代
で
あ
る
。
旅
を
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
は
宿
屋
で
あ
る
。
幕
府
に
よ

っ
て
参
勤
交
代
の
人
馬
の
継
立
の
た
め
に
街
道
と
宿
場
が
整
備
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
庶
民
の
旅
行
が
発
展
す
る
一
因
と
な
っ
た
。
街
道
沿
い
の
宿
場
町
や
宿

駅
の
設
置
は
、
幕
軍
制
成
立
の
た
め
に
不
可
欠
な
交
通
政
策
で
あ
り
、
移
動

の
た
め
の
中
継
地
点
と
い
う
役
割
が
宿
場
町
と
い
う
空
問
に
与
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
個
々
の
宿
場
町
に
つ
い
て
の
研
究
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い

が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
街
道
沿
い
の
宿
場
町
に
注
目
し
、
集
落
全
体
が
宿
場

と
し
て
の
機
能
に
特
化
し
た
事
例
が
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
土
田
良
一
氏
は
歴
史
地
理
学
的
な
立
場
か
ら
、
街

道
沿
い
の
宿
場
町
だ
け
で
は
な
く
、
城
下
町
の
宿
場
に
つ
い
て
問
題
提
起
を

行
い
、
複
合
的
な
機
能
を
持
つ
都
市
空
間
の
研
究
と
し
て
城
下
町
の
宿
屋
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

検
討
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。
城
下
町
の
よ
う
な
都
市
空
間
に
お
け
る

宿
屋
街
は
、
主
要
な
街
道
沿
い
や
都
市
の
周
縁
部
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
そ
れ
は
通
過
す
る
旅
人
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
と
同
時
に
、
森
下
血
便

が
萩
城
下
を
事
例
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
都
市
に
流
入
す
る
不
特
定
多
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

者
が
最
初
に
滞
在
す
る
施
設
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
時
に
は
、
商
人
や
旅
人
に

扮
し
て
「
悪
人
」
が
城
下
に
入
る
入
口
と
も
な
り
え
た
と
い
う
。

　
各
地
の
城
下
町
以
外
に
、
近
世
の
都
市
と
い
え
ば
、
三
都
と
よ
ば
れ
る
江

戸
、
大
坂
、
京
都
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
大
都
市
の
宿
は
、
人
馬
の
継
立
の

た
め
に
為
政
者
側
が
意
図
的
に
設
置
し
た
宿
場
町
の
宿
と
は
異
な
り
、
都
市

の
住
民
の
一
部
が
旅
人
を
相
手
に
商
売
を
す
る
た
め
に
開
業
し
た
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
都
市
へ
の
流
入
者
の
数
も
、
他
の
一
般
の
城
下
町
と
は
～
線

を
画
し
て
お
り
、
彼
ら
を
滞
在
さ
せ
る
宿
屋
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
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か
し
、
三
都
の
宿
屋
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
宿
屋
に
よ
る
裁
判

文
書
の
作
成
な
ど
の
役
割
や
、
奉
公
人
の
口
入
を
行
う
人
宿
な
ど
、
止
宿
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

外
の
機
能
に
注
目
し
て
き
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
保
谷
七
緒
美
氏
は
、
旅
人
を
止
宿
さ
せ
る
と
い
う
宿
屋
本

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

来
の
性
格
に
注
目
し
た
。
氏
は
、
役
所
に
所
用
の
あ
る
「
公
用
旅
人
」
の
宿

屋
を
事
例
に
、
宿
屋
の
行
政
の
末
端
機
構
と
し
て
の
役
割
を
確
認
し
、
江
戸

に
三
つ
存
在
し
た
宿
屋
仲
間
の
中
で
も
、
「
公
用
旅
人
」
を
泊
め
る
宿
屋
と
、

そ
れ
ら
に
一
切
関
与
し
な
い
宿
屋
に
分
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、

宿
泊
客
の
区
分
を
め
ぐ
る
宿
泊
業
者
間
の
争
い
の
様
子
を
考
察
し
た
。

　
保
谷
氏
の
論
点
を
ふ
ま
え
、
宿
屋
が
近
世
の
下
層
社
会
を
構
成
す
る
場
と

な
り
え
た
点
に
注
目
し
た
吉
田
伸
之
氏
の
視
点
は
、
近
世
都
市
を
捉
え
る
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
三
都
の
宿
屋
が
旅
行
者
の
滞
在
の
場

と
な
っ
た
と
い
う
宿
屋
本
来
の
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
依
然
十
分
と
は

　
　
　
⑦

い
え
な
い
。
ま
た
、
宿
屋
に
つ
い
て
為
政
者
の
方
針
や
意
図
の
み
に
焦
点
を

当
て
る
の
で
は
な
く
、
大
都
市
に
生
活
す
る
民
衆
に
よ
る
宿
屋
渡
世
が
旅
人

と
ど
の
よ
う
な
形
で
か
か
わ
り
、
そ
れ
が
都
市
空
間
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
京
都
を
例
と
し
て
、
近
世
の
大
都
市
で
展
開
す
る
宿

屋
渡
世
の
制
度
的
な
特
徴
と
、
都
市
空
間
に
お
け
る
宿
屋
街
の
地
理
的
な
特

徴
を
検
討
し
た
い
。
鎌
田
道
隆
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
近
世
の
京
都
は
古
代

以
来
の
政
治
・
経
済
中
心
都
市
か
ら
、
観
光
都
市
へ
と
転
換
し
た
と
捉
え
る

　
　
　
　
　
⑧

こ
と
が
で
き
る
。
西
国
巡
礼
や
伊
勢
参
宮
の
道
者
が
見
物
に
立
ち
寄
り
、
古

来
よ
り
由
緒
の
あ
る
寺
社
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
も
旅
人
を
引
き
寄
せ
る
要

因
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
京
都
の
観
光
地
・
旅
行
先
と
し
て
の
性
格
は
文

献
史
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
京
都
を
旅
行
と
い
う
視
点
で
取
り
上
げ
た
場
合
、
洛
中
洛
外
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

所
や
そ
れ
ら
を
記
載
し
た
各
種
案
内
記
・
地
誌
研
究
に
視
点
が
集
中
し
、
大

都
市
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
旅
行
者
の
滞
在
を
支
え
る
宿
屋
や
観
光
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

的
な
場
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
具
体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
鎌
田
氏
も
京

都
で
多
く
の
宿
屋
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
宿

泊
業
者
の
全
体
的
な
動
き
ま
で
は
論
じ
て
い
な
い
。
旅
人
の
滞
在
場
所
は
旅

行
先
に
不
可
欠
な
施
設
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
存
立
構
造
を
知
る
こ
と
で
観
光

都
市
と
し
て
の
よ
り
動
的
な
実
態
も
把
握
で
き
る
と
考
え
る
。

　
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
近
世
京
都
に
お
け
る
制
度
的
な
宿
泊
業
の
集
団
化
・

組
織
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
過
程
で
並
行
し
て
生
じ
た
宿

屋
集
積
地
の
形
成
と
立
地
条
件
を
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
の
立
地
に
起
因
す
る

宿
屋
街
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
第
｝
章
で
は
、
会
所
の
設
置
と
い
う

事
案
か
ら
、
近
世
の
京
都
の
宿
屋
が
集
団
化
・
組
織
化
し
、
宿
屋
渡
世
の
た

め
の
利
権
を
制
度
的
に
認
め
ら
れ
る
過
程
を
た
ど
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て

宿
屋
以
外
の
宿
泊
業
者
と
の
区
別
や
営
業
地
の
制
限
が
明
確
に
な
り
、
客
引
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き
な
ど
の
秩
序
が
都
市
空
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宿

屋
の
社
会
集
団
化
と
、
三
条
通
・
五
条
通
・
六
角
堂
界
隈
と
い
う
特
定
の
宿

屋
街
が
形
成
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
と
も
な
る
。

　
そ
こ
で
第
二
章
で
は
、
中
島
町
を
中
心
と
し
て
、
近
世
京
都
の
都
市
空
間

に
お
け
る
宿
屋
の
集
積
地
の
立
地
条
件
を
検
討
す
る
。
中
島
町
の
東
端
に
は

東
海
道
の
帰
着
点
と
な
る
玉
条
大
橋
が
あ
り
、
京
都
の
玄
関
ロ
に
あ
た
る
。

当
時
の
各
地
誌
や
案
内
詑
に
も
宿
屋
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
た
宿
屋
集
積
地
で

あ
り
、
三
条
大
橋
自
体
も
『
都
名
所
図
会
隔
な
ど
に
紹
介
さ
れ
た
「
名
所
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
島
町
が
持
つ
立
地
条
件
の
優
位
性
を
馬
入
の
ま
な

ざ
し
を
通
じ
て
検
証
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
中
島
町
文
書
を
活
用
し
て
、
都
市
の
玄
関
口
と
い

う
立
地
条
件
に
起
因
す
る
宿
屋
街
の
特
徴
を
探
る
。
具
体
的
に
は
、
京
都
の

出
入
口
と
い
う
三
条
大
橋
の
維
持
・
管
理
に
中
島
町
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
、
東
海
道
か
ら
の
客
に
対
す
る
慣
行
に
焦
点
を
あ
て
る
。

残
念
な
が
ら
中
島
町
の
個
々
の
宿
屋
に
関
わ
る
史
料
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

本
稿
で
は
経
営
史
的
な
分
析
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
中
島
町
文

書
か
ら
は
右
の
よ
う
な
宿
屋
街
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
視
点
を
通
じ
て
都
市
の
宿
泊
施
設
の
機
能
と
特
徴
を
歴

史
地
理
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
①
寺
社
参
詣
、
罠
衆
の
旅
行
に
つ
い
て
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
新
城
常
三
氏

　
の
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
八
二
年
）
が
あ

　
る
。
ま
た
、
原
淳
一
郎
氏
は
『
近
世
寺
社
参
詣
の
研
究
』
（
乱
文
閣
出
版
、
二
〇

　
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
寺
社
や
宗
教
者
の
社
会
的
機
能
と
参
詣
者
の
行
動
を
そ
れ

　
ぞ
れ
考
察
し
、
近
世
に
お
け
る
寺
社
参
詣
の
興
隆
の
背
景
に
迫
っ
た
。
さ
ら
に

　
『
江
戸
の
旅
と
出
版
文
化
－
寺
社
参
詣
史
の
新
視
角
i
㎞
（
三
弥
井
書
店
、

　
二
〇
一
三
年
）
で
は
近
世
の
出
版
物
と
実
際
の
旅
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。

②
土
田
良
一
『
近
世
宿
駅
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
三
州
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
。

③
森
下
徹
哩
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
4
5
武
家
奉
公
人
と
労
働
社
会
』
山
川
出
版
社
、

　
五
六
～
七
四
頁
、
二
〇
〇
七
年
。

④
江
戸
に
つ
い
て
は
南
和
男
「
江
戸
の
公
事
宿
」
（
『
国
学
院
雑
誌
睡
六
八
⊥
、

　
六
八
～
七
九
頁
、
六
八
－
二
、
六
九
～
八
三
頁
、
一
九
六
入
年
）
な
ど
の
成
果
が

　
あ
る
。
ま
た
、
大
坂
の
人
宿
に
つ
い
て
、
塚
田
孝
「
宿
と
口
入
」
（
原
直
史
編

　
魍
商
い
が
む
す
ぶ
人
び
と
甑
吉
川
弘
文
館
、
～
六
二
～
一
八
九
頁
、
二
〇
〇
七

　
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑤
保
谷
七
緒
美
「
江
戸
の
宿
年
間
の
基
礎
的
研
究
－
旅
人
の
止
宿
を
め
ぐ
る
諸

　
問
題
の
分
析
か
ら
一
」
（
欄
論
集
き
ん
せ
い
㎞
　
＝
二
、
～
～
四
二
頁
、
一
九
九
一

　
年
）
。

⑥
吉
田
伸
之
「
江
戸
に
お
け
る
宿
の
諸
編
」
（
塚
田
孝
円
明
歴
史
の
道
・
再
発
見

　
錆
二
巻
　
平
照
門
か
ら
絹
の
道
ま
で
一
東
海
道
を
あ
る
く
一
』
フ
ォ
ー
ラ

　
ム
・
A
、
～
七
〇
～
　
九
七
頁
、
一
九
九
七
年
目
。

⑦
大
坂
の
宿
屋
に
関
し
て
は
浪
花
講
の
創
始
や
、
長
町
の
木
賃
宿
の
存
在
が
知
ら

　
れ
て
い
る
。

⑧
鎌
田
道
隆
魍
近
世
京
都
の
都
市
と
民
衆
輪
業
楼
閣
出
版
、
二
五
五
～
二
七
三
頁
、

　
二
〇
〇
〇
年
。

⑨
　
長
谷
川
奨
悟
「
『
都
名
所
鷹
会
㎞
に
み
る
一
八
世
紀
京
都
の
名
所
空
間
と
そ
の

　
表
象
」
（
『
入
文
地
理
㎞
六
二
一
四
、
六
〇
～
七
七
頁
、
二
〇
一
〇
年
）
、
山
斗
博

　
義
「
「
京
都
も
の
」
小
型
案
内
記
に
み
ら
れ
る
実
用
性
」
（
足
利
健
亮
先
生
追
悼
論
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文
集
編
纂
委
員
会
編
『
地
図
と
歴
史
空
聞
一
足
利
健
亮
先
生
追
悼
論
文
集

　
i
㎞
三
六
一
～
三
七
一
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑩
近
年
で
は
、
旅
を
す
る
主
体
で
あ
る
旅
人
を
中
心
と
し
た
視
点
を
改
め
、
青
柳

　
周
｝
氏
（
『
富
嶽
旅
百
景
一
観
光
地
華
表
の
試
み
一
㎞
角
川
書
店
、
二
〇
〇

　
二
年
〉
や
、
高
橋
陽
一
氏
（
「
近
世
の
旅
先
地
域
と
諸
営
業
一
上
野
国
吾
妻
郡

　
草
津
村
を
事
例
に
i
縣
『
地
方
史
研
究
㎞
五
九
－
二
、
五
～
二
四
頁
、
二
〇
〇

　
九
年
）
ら
の
よ
う
に
、
旅
人
を
受
け
入
れ
る
郷
（
ホ
ス
ト
）
の
社
会
の
解
明
に
関

　
心
を
寄
せ
る
研
究
も
あ
る
。

⑪
　
現
在
、
写
真
版
が
京
都
市
歴
史
資
料
館
で
閲
覧
で
き
る
。

第
｝
章
　
京
都
の
宿
泊
業

　
第
【
節
　
会
所
設
置
を
め
ぐ
る
宿
屋
の
動
向

　
中
島
町
を
は
じ
め
と
し
た
三
条
大
橋
界
隈
は
、
宿
屋
街
と
し
て
発
展
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

地
誌
や
案
内
記
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
町
や
地
域
で

も
宿
泊
施
設
が
営
ま
れ
て
お
り
、
宿
屋
と
い
う
生
業
と
中
島
町
の
位
遣
付
け

を
明
確
に
さ
せ
る
た
め
に
も
、
本
章
で
は
当
時
の
京
都
の
宿
泊
業
に
関
わ
る

業
態
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
制
度
的
な
動
向
を
追
う
。

　
近
世
に
お
い
て
一
般
の
旅
人
を
対
象
に
し
た
宿
泊
業
者
を
通
称
旅
籠
屋
あ

る
い
は
宿
屋
と
よ
ん
だ
。
両
者
は
似
た
言
葉
で
あ
る
が
、
旅
籠
麗
の
語
義
は

旅
人
に
食
事
（
旅
綴
）
を
提
供
す
る
点
に
あ
り
、
御
免
株
を
早
く
か
ら
結
成

　
　
　
②

し
て
い
た
。
～
方
、
中
・
長
期
的
に
滞
在
す
る
学
者
な
ど
は
、
寄
宿
な
ど
を

利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
近
世
の
宿
泊
業
者
に
関
し
て
は
、
業

態
と
語
彙
の
使
い
分
け
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の

場
所
と
数
と
と
も
に
簡
単
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
元
禄
年
間
に
成
立
し
た
『
元
禄
覚
書
娠
の
「
五
十
｝
　
京
都
茶
屋
有
之
場

所
、
同
茶
屋
滞
陣
旅
籠
屋
数
〕
に
よ
る
と
、
「
旅
籠
屋
」
一
九
〇
軒
と
し
て

計
上
さ
れ
た
う
ち
に
は
、
三
条
大
橋
東
橋
詰
町
（
大
橋
町
）
、
三
条
河
原
町

東
へ
入
町
（
中
島
町
）
、
五
条
東
橋
詰
同
弐
丁
目
（
五
条
橋
東
二
霊
長
）
、
六

角
堂
前
（
堂
之
前
町
）
な
ど
、
王
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
（
頂
法

寺
）
付
近
の
町
名
が
中
心
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
表
ユ
・
図
1
）
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
の
後
の
享
保
初
年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
幅
の

「
六
十
九
　
京
都
茶
屋
・
旅
籠
屋
有
之
場
所
、
同
茶
屋
数
井
旅
籠
屋
激
」
に

は
、
北
野
や
上
嵯
峨
、
祇
園
な
ど
の
町
名
が
「
旅
籠
屋
篇
所
在
地
と
し
て
記

載
さ
れ
、
三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
の
町
名
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
（
表
2
・
図
2
）
。
～
方
、
茶
麗
と
し
て
記
載
さ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
、

後
者
は
情
報
が
や
や
詳
細
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
両
者
の
記
載
に
大
き
な

差
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
元
禄
期
に
「
旅
籠
屋
」
と
分
類
さ
れ
て
い
た

三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
が
、
享
保
ご
ろ
は
「
旅
籠
屋
扁
や

「
茶
屋
し
の
町
と
し
て
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
当

該
地
区
の
宿
泊
施
設
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
語

彙
の
用
法
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
風
紀
上

の
取
り
締
ま
り
目
的
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
茶
屋
」
で
は
旅
人
の
止
宿
が
禁
じ
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図1　『元禄覚書』にみられる茶屋・旅籠屋
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　各施設の所在地・軒数については表1を参照。凡例の大きさと数量は，

各施設によって異なる。一部，所在地が特定できない箇所は省略した。な

お，ベースマップは足利健亮編『京都歴史アトラス』中央公論社，1994年，

88－89頁を参照した。

表1　『元禄覚書』掲載の茶屋・旅籠屋等所在地及び軒数

種類 地区名・町名（軒数）

祇園町（71），同所南町（17），八坂（35），清水（106），北野（43），大和大路弁財天町

茶　屋 （32），同所新五軒町（12）

計7ヵ所316軒

三条大橋東橋詰町（25），三条河原町東へ入町※1（36），五条東橋詰同弐丁目（38），

御幸町通海老屋町（17），御幸町通丸屋町（19），姉小路寺町西へ入町（9），富小路

旅雛屋
通白山町東側（5），六角堂前※2（17），六角通骨屋町（18＞，東洞院通周諏訪町（1），

ｯ通三文字町（1），烏丸通七観音町（1），柳馬場通井筒屋町（2），御幸町通伊勢
屋町（1）

計14ヵ所190軒

河原町土手町（13），河原町樵木町（2），新三本木（1），新三本木※3（3），西石垣

遊山旅籠屋 三条車道下ル町（5），西石垣四条上ル町（3），西石垣四条下ル町（8）

計7ヵ所35軒

※1　中島町を示す。

※2　「多クハ順礼宿いたし候由」と注記あり。

※3　「是バー日宛借座敷いたし山山」と別項で計上している。

（参考）野間光辰編「新撰京都叢書』第一巻，臨川書店，1985年目
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近世京都の宿屋と都市空間（佐々木）

図2　『京都御役所向大概覚書』にみられる茶屋・旅籠屋
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　各施設の所在地・軒数については，表2を参照。ベースマップは図1と

同様。凡例の大きさと数量は，各施設によって異なる。なお，表2にある

上嵯峨の旅籠屋と所在地が特定できない箇所は省略した。

表2　『京都御役所向大概覚書』掲載の茶屋・旅籠屋所在地及び軒数

種類 地区名・町名（軒数）

北野鳥居前町（13），右同所眞盛町（19），右同所右近馬場（10），右同所馬喰町

（6），松下三軒町（6），大和大路辮才天町（32），右同所新五軒町（12），祇園町

茶　屋 北側（28），右同所南側（42），祇園南町（16），八坂下之町（17），右同所上之町

（22），清水三町目（39），右同所二町目（29），右同所四町目（43）

計15ヵ所334軒

平野門前（11），北野松口町（2），上嵯峨入軒町（20），同小淵村（6），同井頭町

（46），同大門町（29），同中院町（41），同往生院町（25），同仙翁寺村（28），宮川

旅籠屋 筋壼町目（37），祇園町南側（2），同町北側（2），高台寺門前下河原町（2），入

坂上之町（1），大和大路辮才天町（3），南孫橋町（1）

計16ヵ所256軒

（参考）『京都御役所向大概覚書』上巻，清文堂出版，1973年。
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ら
れ
て
い
た
。
「
旅
籠
屋
」
で
は
い
わ
ゆ
る
「
飯
盛
り
女
」
な
ど
を
置
く
こ

と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
飯
盛
は
た
ご
」
と
、
飯
盛
り
女
を
置
け
な
い
宿

泊
業
者
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

後
述
す
る
が
、
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
舳
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
三
条

大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
の
宿
泊
業
者
ら
は
、
後
に
「
宿
屋
扁
と
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
利
権
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
魎
に
よ
る
限
り
、
役
所
の
見
方
と
し
て
は
、

『
元
禄
覚
書
臨
が
旅
籠
屋
と
し
た
宿
泊
業
者
の
う
ち
、
市
街
地
に
あ
た
る
三

条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
の
も
の
が
、
「
旅
籠
屋
」
で
は
な
く

「
宿
屋
」
と
し
て
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

茶
屋
・
旅
籠
屋
・
宿
屋
そ
れ
ぞ
れ
が
意
図
的
に
区
別
さ
れ
た
う
え
で
、
営
業

地
及
び
そ
の
客
層
に
つ
い
て
も
位
君
づ
け
ら
れ
、
幕
府
に
把
握
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
、
都
市
外
部
の
流
入
者
の
止
宿
の
場
と
し
て

防
犯
・
治
安
維
持
の
意
味
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
他
に
後
述
す
る
中
・

長
期
滞
在
者
用
の
「
寄
宿
」
が
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
役
所
の
行
政
に
お
い
て
「
宿
屋
」
に
あ
た
る
宿
泊
業

者
ら
を
中
心
に
検
討
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
三
条
大
橋
界
隈
・
五
条
大
橋
界

隈
・
六
角
堂
界
隈
の
宿
屋
た
ち
が
次
第
に
、
西
国
巡
礼
や
伊
勢
参
宮
の
道
者

ら
を
、
他
の
宿
泊
業
者
た
ち
よ
り
も
特
権
的
に
客
に
し
て
ゆ
く
過
程
を
追
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
の
際
に
呪
史
料
京
都
町
触
集
成
鵬
（
以
下
『
町
触
繍
）
を
通
覧
し
、
制
度
的

な
動
向
を
確
認
し
た
。

　
『
町
触
㎞
に
み
ら
れ
る
宿
屋
の
動
向
に
関
す
る
も
の
の
初
見
は
、
旅
籠
屋

株
の
結
成
後
、
宝
贋
一
三
（
～
七
六
三
）
年
「
宿
屋
井
貸
座
敷
改
会
所
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

設
置
の
た
め
の
「
新
規
願
」
で
あ
る
。
同
年
四
月
二
九
日
付
の
記
事
に
よ
る

と
、
御
幸
町
六
角
下
ル
町
の
堺
屋
庄
吉
と
、
大
宮
通
三
同
上
ル
町
の
米
屋
新

兵
衛
は
、
京
都
を
訪
れ
た
旅
人
や
商
人
を
対
象
に
「
宿
屋
又
ハ
借
シ
座
鋪
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

前
々
よ
り
仕
来
り
」
、
そ
れ
を
商
売
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は

「
狸
二
旅
人
商
人
宿
致
候
も
の
数
多
有
之
」
、
従
来
か
ら
宿
屋
渡
世
を
し
て

い
る
者
ら
の
営
業
に
差
し
障
り
、
そ
の
上
旅
人
に
も
不
勝
乎
不
自
由
が
生
じ

て
い
る
。
ゆ
え
に
、
宿
墨
や
借
座
敷
渡
世
の
者
た
ち
が
今
後
も
商
売
を
続
け
、

旅
人
も
難
儀
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
取
り
締
ま
る
た
め
門
宿
屋
共
借
座
敷
改

所
」
を
設
け
て
印
札
を
渡
し
、
毎
月
銀
七
分
を
印
餌
料
と
し
て
集
め
る
よ
う

に
し
た
い
、
と
申
し
出
た
。
こ
れ
を
受
け
て
役
所
は
京
都
の
宿
屋
渡
世
を
し

て
い
る
者
た
ち
を
集
め
て
彼
ら
の
同
意
を
得
て
、
二
人
の
申
し
出
の
通
り
、

印
札
を
受
け
な
い
者
は
「
宿
屋
拝
一
夜
宿
を
も
致
申
間
引
㎏
と
触
れ
た
。
そ

の
後
、
六
月
に
三
条
大
橋
東
入
町
に
「
宿
屋
井
貸
座
骨
改
会
所
」
が
設
置
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
、
宿
屋
渡
世
の
も
の
は
善
玉
を
得
る
よ
う
に
と
触
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

依
然
、
印
書
を
受
け
ず
に
宿
屋
を
営
む
者
は
い
た
よ
う
で
、
一
一
か
月
後
の
八

月
に
町
ご
と
に
宿
屋
や
貸
座
敷
を
し
て
い
る
者
を
報
告
さ
せ
る
旨
の
触
れ
が

　
　
　
　
　
⑪

出
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
て
、
堺
屋
庄
告
ら
の
発
案
を
き
っ
か
け
に
宿
屋
の
同
業
者
集
団
と

し
て
の
結
束
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
会
所
の
設
置
を
う
け
て
、
宿
泊
業
者
の

有
無
の
確
認
を
町
単
位
の
調
査
に
委
ね
ら
れ
た
た
め
、
無
断
で
宿
屋
営
業
を

す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
門
前
や
境
内
で
参
拝
者
を
宿
泊
さ
せ
る
寺
社
か
ら
の
反
発
を
理

由
に
、
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
二
月
に
会
所
は
皿
旦
停
止
に
な
る
。
そ
れ

で
も
門
商
売
筋
二
而
も
無
之
、
奮
然
旅
人
竿
入
之
筆
致
シ
流
者
ハ
有
之
間
鋪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

事
」
と
規
鋼
の
釘
を
さ
し
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
事
態
は
、
近
世
中
期
以
降
、

旅
人
の
流
入
の
増
加
と
同
時
に
、
京
都
で
は
宿
屋
を
営
む
者
が
急
激
に
増
加

し
、
既
存
の
宿
屋
渡
世
の
商
人
た
ち
の
商
売
競
争
の
激
化
を
反
映
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
「
商
売
筋
二
而
も
無
始
」
者
た
ち
、
つ
ま
り
本
業

が
宿
屋
で
は
な
い
者
た
ち
も
、
旅
行
客
を
宿
泊
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な

打
撃
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
今
度
は
個
人
の
名
前
を
あ
げ
ず
に
、

同
業
考
集
団
と
し
て
、
明
和
三
（
｝
七
六
六
）
年
五
月
に
、
三
条
・
五
条
・

六
角
の
宿
屋
渡
世
の
者
た
ち
が
難
儀
を
訴
え
、
役
所
は
再
び
「
商
売
筋
」
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

外
の
宿
屋
営
業
の
禁
止
を
触
れ
た
。
こ
の
と
き
「
新
規
宿
屋
仕
問
敷
旨
扁
が

各
町
へ
触
れ
ら
れ
、
新
規
の
参
入
が
明
確
に
禁
止
さ
れ
た
。

　
以
上
よ
り
、
一
七
六
〇
年
代
の
京
都
で
は
、
宿
屋
の
制
度
的
な
組
織
化
と

宿
屋
数
の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
の
動
き
が
お
き
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
京
都
の
宿
屋
は
ま
ず
、
会
所
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
を
図

り
は
じ
め
た
。
会
所
は
停
止
に
な
っ
た
も
の
の
、
明
和
三
年
五
月
の
町
触
も

含
め
、
こ
の
時
期
に
既
存
の
宿
屋
の
商
売
敵
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
は
、
新

規
参
入
者
と
本
業
が
宿
屋
で
は
な
い
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
第
二
節
　
宿
屋
と
寄
宿
の
区
別
と
営
業
地
の
制
限

　
新
規
参
入
が
制
限
さ
れ
て
も
な
お
、
宿
屋
の
存
続
を
脅
か
す
と
み
な
さ
れ

た
宿
泊
業
者
が
寄
宿
で
あ
る
。
宿
歴
の
営
業
権
を
確
保
す
る
た
め
に
宿
屡
と

寄
宿
は
区
別
さ
れ
始
め
る
。

　
安
永
元
（
一
七
七
二
）
年
四
月
、
堺
屋
庄
吉
は
再
度
、
会
所
の
設
置
の
願

　
　
　
　
⑭

い
を
出
し
た
。
内
容
は
、
方
々
で
勝
手
に
寄
宿
が
営
ま
れ
、
京
都
へ
多
数
の

旅
人
が
来
て
も
「
相
定
有
之
候
宿
屋
町
ヘ
ハ
不
仁
越
」
、
所
縁
を
以
て
手
馴

れ
て
い
な
い
者
の
所
で
逗
留
す
る
旅
人
が
多
く
、
従
来
の
宿
屋
も
旅
人
自
身

も
難
儀
し
て
い
る
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
「
寄
宿
借
座
敷
忍
所
」
を
設
置

し
て
、
札
料
と
し
て
銀
七
匁
と
毎
月
銀
七
分
を
集
め
た
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
役
所
は
宝
暦
一
三
年
の
「
宿
屋
井
貸
座
敷
改
会

所
」
設
置
の
際
と
同
様
に
、
「
宿
屋
渡
世
」
の
者
た
ち
の
同
意
を
得
て
会
所

の
設
置
を
認
め
、
六
月
に
高
倉
二
条
下
ル
町
に
「
寄
宿
井
貸
座
敷
改
会
所
」

　
　
　
　
⑮

が
量
か
れ
た
。

　
こ
の
時
、
印
象
を
受
け
る
際
の
金
銭
的
負
担
が
門
宿
屋
井
然
座
敷
改
会

所
」
の
時
よ
り
も
増
し
た
上
、
難
風
を
受
け
な
い
者
は
三
条
大
橋
や
五
条
大
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橋
な
ど
の
道
者
が
多
い
場
所
で
の
営
業
が
禁
止
さ
れ
た
。
中
・
長
期
的
に
滞

在
さ
せ
る
寄
宿
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
で
短
期
滞
在
が
目
的
の
宿
屋
の
営
業

を
守
ろ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
札
料
の
値
が
宿
歴
の
時
よ
り
も
高

い
こ
と
と
、
寄
宿
の
営
業
地
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
界
隈
で
は
、
宿
屋
と
寄
宿
が
混
在
し
て
い
た
可
能
性

も
想
定
で
き
る
。

　
ま
た
、
「
宿
屋
井
貸
座
敷
改
会
所
偏
は
宿
屋
数
を
直
接
制
限
す
る
も
の
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
寄
宿
井
貸
座
敷
改
会
所
」
は
寄
宿
数
の
制
限
に
よ
っ

て
宿
屋
の
営
業
を
間
接
的
に
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

「
寄
宿
舛
貸
座
敷
改
会
所
」
は
寄
宿
の
利
権
を
保
証
す
る
こ
と
を
本
質
的
な

目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
宿
屋
の
保
護
を
意
図
し
た
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
垂
雪
庄
吉
は
冥
加
金
の
不
納
の
た
め
追
放
さ
れ
、
役
所
が
会
所

の
機
能
を
引
き
継
い
だ
こ
と
が
安
永
四
（
｝
七
七
五
）
年
に
触
れ
ら
れ
て
い

⑰る
。
岡
時
に
、
堺
屋
庄
吉
か
ら
無
札
を
受
け
た
も
の
は
新
た
に
役
所
か
ら
印

札
を
受
け
取
り
直
し
、
月
々
の
札
料
も
役
所
に
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
新
規
に
寄
宿
、
貸
座
敷
、
旅
人
商
売
人
の
宿
屋
業
に
参
入
す
る
場
合
の

届
け
出
も
役
所
で
受
け
付
け
る
よ
う
に
な
る
。

　
さ
ら
に
翌
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
、
役
所
は
「
宿
屋
之
外
二
而
親
類
縁

者
身
寄
り
之
外
、
伊
勢
参
宮
人
西
国
巡
礼
道
者
之
宿
堅
く
致
問
敷
候
」
と
、

旅
人
の
宿
屋
以
外
で
の
宿
泊
の
禁
止
を
触
れ
、
寄
宿
や
貸
座
敷
で
旅
人
を
専

宿
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
宿
屋
の
客
（
1
1
旅
人
）
は
、
伊
勢
参
宮
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

西
国
巡
礼
の
道
者
が
対
象
で
あ
る
と
明
確
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宿

屋
の
客
層
を
詳
細
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
営
業
権
の
確
実
な
保
証
が
求
め
ら

れ
た
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
に
は
、
伊
勢
参
り
や
西
国
巡
礼
の
更
な

る
興
隆
を
背
景
に
多
く
の
人
々
が
京
都
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
滞

在
者
の
滞
在
期
間
の
長
短
に
よ
っ
て
止
宿
の
場
を
規
定
す
る
こ
と
に
は
防
犯

上
の
目
的
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
と
こ
ろ
が
安
永
九
（
一
七
八
○
）
年
の
触
れ
を
み
て
み
る
と
、
役
所
に
印

札
を
発
行
さ
れ
た
京
都
内
各
所
の
寄
宿
渡
世
の
者
た
ち
が
、
旅
人
の
往
来
す

る
「
道
筋
江
出
張
轟
い
た
し
」
、
伊
勢
参
宮
や
西
国
巡
礼
の
「
旅
人
を
白
白

メ
、
専
宿
い
た
し
候
者
共
多
在
之
」
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
た
た
め
、
宿

屋
は
生
業
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
訴
え
出
た
の
は
「
三
条
大
橋
東
詰
町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

同
工
中
嶋
町
、
五
条
橋
東
弐
町
目
、
柳
馬
場
六
角
下
ル
六
角
堂
前
町
」
の
五

町
の
宿
屋
（
図
1
参
照
）
で
、
い
ず
れ
も
旅
人
の
往
来
筋
、
も
し
く
は
巡
礼

地
付
近
の
宿
麗
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
き
は
、
役
所
公
認
の
寄
宿
の
増
加
を
受

け
て
旧
来
の
宿
屋
町
が
自
身
の
営
業
地
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
訴
え
を
う
け
た
役
所
は
、
こ
の
五
町
の
宿
屋
以
外
の
者
が
往
来

筋
で
客
引
き
を
行
う
こ
と
を
「
堅
ク
致
間
敷
候
扁
と
し
た
。
ま
た
、
～
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
の
文
化
十
～
（
一
八
一
四
）
年
に
も
同
様
の
触
れ
が
出
さ
れ
、
「
右
書
之
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近世京都の宿屋と都市空間（佐々木）

面
骨
致
鍋
敷
旨
、
安
永
五
畿
年
十
月
、
同
苗
年
子
六
月
為
申
通
候
」
と
あ
り
、

役
所
が
寄
宿
と
そ
の
営
業
地
の
制
限
を
意
識
し
始
め
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い

る
の
は
安
永
五
年
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
旅
人
の
宿
泊
だ
け
で
は
な
く
、

業
者
の
客
引
き
に
制
限
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。
『
都

　
　
　
　
　
⑫

名
駈
図
会
拾
遺
騙
に
は
、
暮
れ
頃
に
入
京
し
た
旅
入
に
対
し
て
、
強
引
な
客

引
き
を
し
て
い
る
様
子
が
、
門
名
物
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
京

都
で
は
こ
の
よ
う
な
客
引
き
の
光
景
が
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
宿
屋
渡
世
以
外
の
者
が
旅
入
を
泊
め
る
こ
と
も
続
い
て
い
た
よ

う
で
、
こ
の
時
期
に
旅
人
が
記
し
た
記
録
の
中
に
も
、
「
西
六
条
油
の
小
路

御
葡
通
り
上
ル
町
大
坂
屋
平
兵
衛
方
に
宿
り
を
定
む
。
こ
の
家
は
薬
種
渡
世

に
て
、
み
せ
先
に
は
金
看
板
な
と
あ
り
て
泊
り
屋
の
様
な
ら
ず
、
奥
に
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ば
泊
や
同
様
也
。
」
（
『
た
び
ま
く
ら
輪
）
と
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
旅
人
の
往
来
筋
の
宿
屋
の
利
権
が
次
第
に
細
か
く
規
定
さ
れ

て
い
く
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
「
寄
宿
井
貸
座

敷
改
会
所
」
の
設
麗
に
よ
り
宿
屋
と
寄
宿
の
区
分
が
明
確
に
な
り
、
印
札
を

受
け
な
い
寄
宿
は
、
既
存
の
宿
屋
が
多
い
三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂

界
隈
で
営
業
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
宿
泊
業
は
役
所
の
公

認
制
に
な
る
が
、
伊
勢
参
宮
と
西
国
巡
礼
の
旅
人
を
宿
泊
さ
せ
る
権
利
は
宿

屋
に
の
み
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈

の
旅
人
が
多
い
場
所
で
の
寄
宿
に
よ
る
客
引
き
は
禁
止
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
の
宿
屋
は
、
自
身
の
店
舗
が
立
地
す

る
空
問
を
行
き
来
す
る
巡
礼
な
ど
の
転
入
を
他
の
宿
泊
業
者
よ
り
も
優
先
的

に
宿
泊
さ
せ
る
機
会
の
保
証
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
本
章
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
｝
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
京
都
の
宿

泊
業
に
関
す
る
動
き
を
概
観
し
た
。
旅
行
の
流
行
を
背
景
に
宿
泊
業
が
発
展

し
、
役
所
は
宿
泊
施
設
が
あ
る
場
所
の
限
定
と
業
者
の
把
握
を
ね
ら
う
が
、

そ
の
効
果
が
大
き
か
っ
た
と
は
評
価
し
が
た
い
。
ま
た
、
旅
人
は
勝
手
を
分

か
ら
ず
に
、
引
き
込
ま
れ
る
が
ま
ま
、
各
地
・
各
種
宿
泊
業
者
の
も
と
で
宿

泊
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
中
島
町
の
よ
う
な
旧
来
の
宿
屋
が
持
つ
、
往

来
が
多
い
と
い
う
立
地
の
好
条
件
の
意
味
が
次
第
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
よ

っ
て
、
会
所
や
印
札
に
よ
る
宿
泊
業
者
の
増
加
の
制
限
だ
け
で
は
な
く
、
役

所
に
伊
勢
参
富
や
西
国
巡
礼
の
旅
人
を
優
先
的
に
受
け
入
れ
る
権
利
を
認
め

ら
れ
、
営
業
地
や
客
引
き
の
空
間
的
制
限
も
設
定
し
て
生
き
残
り
を
図
っ
た

の
で
あ
る
。

①
『
京
雀
』
（
浅
井
三
二
著
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
刊
行
）
な
ど
。

②
京
都
の
商
人
た
ち
の
仲
間
の
結
成
が
多
く
な
る
の
は
、
宝
歴
・
明
和
・
安
永
期

　
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
よ
り
先
の
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
に
茶
屋
株

　
と
旅
籠
屋
株
が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
京
都
市
編
『
史
料
京
都
の
歴
史
㎞
九
、

　
中
京
区
編
、
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
、
四
二
七
頁
）
。
ま
た
、
茶
屋
や
旅
籠
麗
に

　
対
し
て
は
、
遊
女
を
隠
し
置
く
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
厳
重
な
取
り
締
ま
り
が
あ

　
つ
た
と
い
う
。
寛
延
三
（
～
七
五
〇
）
年
に
茶
麗
で
「
煙
い
た
し
候
も
の
等
有
之
、
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於
致
露
顕
ハ
」
厳
し
く
餐
め
る
と
触
れ
て
お
り
、
茶
渥
で
の
宿
泊
は
禁
じ
ら
れ
て

　
い
た
。

③
野
間
光
辰
編
『
新
撰
京
都
叢
書
』
第
一
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年
。

④
　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
隔
上
巻
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
目

⑤
も
と
は
旅
行
客
掘
手
に
食
事
を
提
供
す
る
宿
を
旅
甲
屋
と
言
い
、
そ
う
で
は
な

　
い
宿
は
木
賃
宿
な
ど
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
宿
泊
施
設
の
語
彙
の
起
源
な
ど
に

　
つ
い
て
は
『
講
座
日
本
風
俗
無
勢
巻
四
～
六
　
旅
風
俗
　
～
三
』
（
雄
山
閣
、
一

　
九
五
九
年
）
を
参
照
し
た
。

⑥
京
都
町
触
研
究
会
噸
史
料
京
都
町
触
集
成
㎞
第
～
～
第
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
八
三
～
一
九
八
七
年
。

⑦
塚
本
明
「
近
世
中
期
京
都
の
都
市
構
造
の
転
換
扁
（
藪
田
貫
・
深
谷
克
己
編

　
噸
展
望
日
本
歴
史
1
5
近
世
社
会
引
歌
京
堂
出
版
、
一
七
六
～
二
〇
八
頁
、
二
〇
〇

　
四
年
（
初
出
は
㎎
史
林
馳
駅
〇
1
五
、
一
九
八
七
年
）
）
で
近
世
中
期
に
お
け
る

　
京
都
の
会
所
の
設
置
に
つ
い
て
基
本
的
な
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑧
爺
掲
⑥
第
四
巻
、
二
四
六
項
、
八
九
八
号
（
以
下
噸
町
触
㎞
四
巻
、
二
四
六
項
、

　
八
九
八
暑
と
略
記
）
。

⑨
堺
膣
庄
吉
と
米
屋
新
兵
衛
に
関
す
る
詳
細
は
本
稿
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ

　
た
が
、
「
右
三
者
洛
中
洛
外
其
事
所
々
江
国
々
よ
り
蟻
蜂
候
旅
人
諸
商
人
等
」
の

　
宿
屋
ま
た
は
貸
座
敷
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
前
掲
⑥
の
史
料
中
の
記
載
よ
り
、
当

　
時
の
京
都
の
各
地
で
、
旅
人
を
相
手
に
し
た
商
売
を
多
様
な
形
態
で
営
ん
で
い
た

　
入
物
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。

⑩
『
町
触
幅
四
巻
、
二
五
一
項
、
九
一
九
号
。

＠＠＠o
『
町
触
臨

『
町
触
』

『
町
触
』

『
町
触
』

年
の
史
料
で
は 四

巻
、
二
五
七
項
、
九
四
六
号
。

四
巻
、
二
八
九
項
、
一
〇
四
六
号
。

四
巻
、
四
〇
三
～
四
〇
四
項
、
一
四
七
〇
号
。

五
巻
、
一
七
四
項
、
六
四
七
号
。
な
お
、
庄
吉
の
立
所
が
宝
暦
一
三

　
　
「
御
幸
町
六
角
下
ル
隅
一
、
安
永
元
年
の
も
の
で
は
「
清
水
門
前

　
壱
町
目
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
前
掲
⑨
に
よ
る
と
考
え
る
。

⑮
『
町
触
㎞
五
巻
、
一
八
～
～
～
八
二
項
、
六
七
〇
号
。

⑯
「
宿
麗
井
貸
座
敷
改
会
所
」
も
「
寄
宿
井
貸
座
敷
改
会
所
」
も
、
宿
屋
や
寄
宿

　
に
加
え
て
貸
座
敷
の
監
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
⑨
で
も
触
れ
た
が
、

　
堺
屋
ら
が
旅
人
相
手
の
多
様
な
商
売
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い

　
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
門
貸
座
敷
」
は
会
合
な
ど
の
際
に
有
料
で
座
敷
を
貸
す
こ

　
と
で
あ
る
が
、
男
女
の
密
会
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
。

⑰
榊
町
触
㎞
五
巻
、
三
二
三
項
、
一
二
四
九
号
Q

⑬
　
『
町
触
㎞
五
巻
、
三
五
三
項
、
＝
二
五
一
号
。

⑲
『
町
触
』
六
巻
、
八
一
～
八
二
項
、
二
六
五
号
。

⑳
安
永
九
（
～
七
入
○
）
年
の
噸
町
触
』
で
は
「
柳
馬
場
六
角
下
ル
六
角
堂
前

　
町
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
出
の
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
の
も
の
で
は
「
柳

　
馬
場
六
角
下
ル
町
、
六
角
堂
前
町
明
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
三
条

　
大
橋
国
詰
・
五
条
橋
東
弐
丁
闘
の
町
と
合
わ
せ
て
五
町
と
す
る
。

⑳
　
欄
町
触
』
九
巻
、
二
八
七
項
、
八
四
〇
号
。

⑳
　
秋
里
藻
島
糊
都
名
所
図
会
拾
遺
㎞
一
七
入
七
年
（
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
噌
京

　
都
叢
書
第
十
二
巻
㎞
光
彩
社
、
　
九
六
八
年
〉
。

⑳
　
駒
敏
郎
・
村
井
康
彦
・
森
谷
剋
久
編
『
史
料
京
都
見
聞
記
一
望
三
巻
、
法
藏
館
、

　
一
九
九
三
年
、
　
～
九
三
頁
（
以
下
、
㎎
見
聞
記
㎞
と
略
記
）
。

第
一
一
章
　
中
島
町
の
立
地
環
境

　
第
…
節
　
「
中
島
」
か
ら
中
島
町
へ

　
本
章
で
は
、
三
条
大
橋
・
五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
の
宿
屋
が
前
章
で
み

た
よ
う
な
特
権
を
与
え
ら
れ
た
背
景
に
あ
る
立
地
上
の
特
徴
に
つ
い
て
、
申

島
町
を
中
心
に
論
じ
る
。
京
都
の
宿
駅
の
集
積
地
は
い
ず
れ
も
訪
問
者
が
最
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近世京都の宿屋と都市空間（佐々木）

図3　中島町とその周辺の概略図

或 震 一鷺「

中
島
町
「 i

＿
．齢．圏　・’一　層

rF　凹

…難昏
　
毒

二　　’、

三条遜
乙・・　“・1

．．n　噌

ド閥 ”
i

口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1凶【

琵 漏
戟E． ﾛ・．．．渦．

　『京都地籍図第1巻』不二出版，2008年遅参照した。ただし，

法務局本局の明治中期以前と思われる旧公図データに基づく。

中島町内については，京都地方

初
に
目
指
す
場
所
と
な
り
え
た
可
能

性
が
高
い
。
三
条
大
橋
界
隈
は
東
海

道
か
ら
の
訪
問
者
に
と
っ
て
の
京
の

入
口
で
あ
り
、
五
条
大
橋
界
隈
は
伏

見
を
介
し
て
大
坂
や
奈
良
か
ら
の
入

口
に
あ
た
る
。
ま
た
西
国
三
十
三
所

札
所
の
巡
礼
者
は
六
角
堂
と
そ
の
門

前
を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
角

堂
の
近
辺
は
近
世
の
京
都
市
街
地
の

中
心
地
に
位
置
し
て
お
り
、
訪
問
者

の
主
目
的
地
に
近
接
し
た
立
地
と
し

て
理
解
で
き
る
が
、
三
条
・
五
条
大

橋
界
隈
は
い
ず
れ
も
市
街
地
の
外
縁

に
あ
た
り
、
訪
問
者
の
最
終
的
な
目

的
地
と
の
関
連
が
は
っ
き
り
し
な
い

（
図
－
参
照
）
。
近
世
の
都
市
空
間

に
お
け
る
宿
屋
街
の
立
地
条
件
を
考

え
る
に
あ
た
り
、
都
市
の
ゲ
ー
ト
と

な
る
交
通
路
と
接
す
る
外
縁
部
が
重

要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来

必
ず
し
も
十
分
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章

で
は
三
条
大
橋
と
そ
の
西
詰
に
位
置
す
る
宿
屋
街
・
中
島
町
（
図
3
）
に
注

目
し
、
そ
の
立
地
条
件
の
特
徴
を
検
討
し
た
い
。

　
三
条
大
橋
は
、
天
正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
、
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
、

増
田
長
盛
が
架
橋
し
、
そ
の
翌
年
に
三
条
小
橋
も
架
橋
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て

　
①

い
る
。
ま
た
、
秀
吉
は
京
都
に
い
わ
ゆ
る
御
土
居
を
つ
く
ら
せ
て
洛
中
と
洛

外
の
境
界
を
設
定
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
設
け
ら
れ
た
御
土
居
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
口
」
の
一
つ
が
三
条
の
粟
田
口
で
あ
っ
た
（
図
－
参
照
）
。

　
で
は
、
三
条
に
橋
が
架
か
っ
た
こ
と
で
周
辺
の
様
子
は
ど
う
変
化
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
架
橋
以
前
の
三
条
の
橋
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
い
の
で
、

絵
画
資
料
を
参
考
に
し
て
検
討
し
て
み
る
。
景
観
年
代
が
大
永
五
（
一
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

五
）
～
天
文
五
（
一
五
三
六
）
年
の
「
洛
中
洛
外
図
」
（
歴
博
甲
本
）
に
は
、

三
条
河
原
に
小
さ
な
板
橋
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
四
条
の
橋

や
五
条
の
橋
の
描
写
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
構
造
は
簡
素
で
あ
る
。
鴨
川
に

あ
る
中
洲
は
「
中
島
」
と
呼
ば
れ
、
後
の
中
島
町
の
町
名
の
由
来
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
河
原
に
は
田
畑
が
み
ら
れ
る
。
景
観
年
代
が
天
文
元
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

三
二
）
～
弘
治
元
（
一
五
五
五
）
年
の
「
洛
中
洛
外
図
」
（
上
杉
本
）
に
は
、

三
条
河
原
で
相
撲
を
し
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
る
が
、
三
条
に
橋
は
描
か
れ

て
い
な
い
。
一
方
、
四
条
や
五
条
の
橋
は
、
こ
ち
ら
も
し
っ
か
り
と
し
た
構

造
の
橋
が
描
か
れ
て
い
る
。
三
条
大
橋
架
橋
以
前
の
一
六
世
紀
の
段
階
で
は
、
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三
条
河
原
周
辺
は
あ
く
ま
で
河
原
で
あ
り
、
都
市
部
と
は
断
絶
し
た
景
観
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
時
代
が
下
が
り
、
徳
川
政
権
に
よ
る
街
道
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
、
三
条
大

橋
は
粟
田
口
を
通
る
東
海
道
の
帰
着
点
と
し
て
往
来
が
盛
ん
に
な
る
。
さ
ら

に
、
鴨
川
の
護
岸
工
事
で
石
垣
が
つ
く
ら
れ
、
河
原
は
都
市
的
な
景
観
へ
と

　
　
　
⑤

変
化
し
た
。
三
条
大
橋
は
「
洛
中
洛
外
町
上
」
と
し
て
市
街
地
の
｝
部
に
含

ま
れ
、
向
こ
う
岸
へ
の
連
続
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
「
中
島
」
に
も
家
々

が
並
び
、
近
世
で
は
中
島
町
と
い
う
一
つ
の
町
が
成
立
し
、
下
古
京
南
艮
組

に
所
属
し
た
。
図
3
を
参
照
す
る
限
り
、
町
は
東
西
に
約
二
百
メ
ー
ト
ル
の

両
側
町
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
く
、
ほ
ぼ
中
央
に
流
れ
る
高
瀬
川
上
に
三
条

小
橋
が
架
か
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
三
条
大
橋
の
利
用
に
つ
い
て
、
朝
尾
直
弘
氏
は
、
朝
鮮
通
信
使
や
将
軍
の

使
者
「
上
使
」
の
通
行
の
際
に
橋
の
架
け
替
え
が
行
わ
れ
た
り
、
町
衆
た
ち

が
出
迎
え
に
行
っ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
必
ず
通

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
橋
詰
の
周
辺
は
罪
人
の
処
刑
後
の
晒
場
と
し
て
、
見

せ
し
め
の
場
に
為
政
者
が
選
ぶ
の
に
は
最
適
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

中
島
町
内
に
は
高
札
場
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
図
3
参
照
）
。
政
治
的
な
観

点
か
ら
も
三
条
大
橋
は
、
公
儀
橋
と
し
て
為
政
者
の
力
を
示
し
、
か
つ
京
都

の
玄
関
口
と
し
て
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
中
島
町
内
の

往
来
の
多
さ
は
想
定
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
三
条
大
橋
は
東
か
ら
の
京
都
を
訪
問
す
る
旅
人
が
必
ず
通

過
す
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
場
所
で
あ
り
、
宿
泊
業
者
と
し
て
は
集
客
に

最
も
適
し
た
条
件
を
備
え
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
訪
問
者
に
と
っ
て
も
、

市
中
で
他
の
宿
屋
を
探
し
歩
く
よ
り
も
早
く
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
る
。
本

稿
で
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
五
条
大
橋
界
隈
が
宿
屋
街
と

な
っ
た
理
由
も
同
じ
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
述
す
る
が
、

江
戸
期
の
三
条
大
橋
の
維
持
管
理
は
中
島
町
の
「
御
公
儀
」
の
役
目
の
一
つ

と
な
っ
た
。
彼
ら
は
公
儀
の
役
目
と
し
て
三
条
大
橋
の
管
理
を
行
い
つ
つ
、

京
都
の
玄
関
口
に
位
置
す
る
と
い
う
立
地
上
の
利
点
も
い
か
し
、
そ
こ
を
行

き
来
す
る
旅
人
を
相
手
に
宿
泊
業
を
営
ん
で
い
た
。

　
中
島
町
に
宿
屋
が
集
中
し
始
め
た
具
体
的
な
時
期
は
明
ら
か
に
し
え
な
い

が
、
十
七
世
紀
か
ら
宿
屋
の
集
積
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

寛
文
五
（
＝
ハ
六
五
）
年
『
京
雀
』
で
は
「
大
は
し
小
は
し
の
あ
い
中
島
町

此
町
書
入
の
宿
か
す
と
に
や
古
し
へ
よ
り
旅
人
に
一
夜
は
宿
か
せ
ど
も
二
黒

　
　
“
　
　
　
⑦

は
借
さ
る
掟
な
り
。
」
と
、
同
町
の
宿
屋
で
は
［
宿
し
か
で
き
な
い
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
る
。
同
時
期
の
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
『
所
管
日
記
』
で
石
出
常
軒

が
同
町
の
宿
屋
に
宿
泊
し
た
例
が
あ
る
。
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
三
月
二

四
日
の
条
に
「
…
た
そ
か
れ
に
成
て
都
に
つ
き
ぬ
、
其
日
は
三
条
小
橋
中
島

町
と
置
所
に
か
り
の
や
と
を
さ
た
む
。
」
と
三
軒
が
中
島
町
で
一
泊
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
翌
二
五
日
の
条
で
は
樵
木
町
へ
宿
替
え
を
し
て
お
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り
、
こ
れ
以
降
、
京
都
を
出
立
す
る
翌
月
一
四
B
ま
で
常
軒
が
宿
を
替
え
た

記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
七
世
紀
中
期
頃
は
、
申
島
町
内
に
留
ま
れ
る
の

は
一
夜
の
み
で
、
町
内
の
他
の
宿
屋
に
移
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
一
方
、
他
町
で
の
連
泊
は
可
能
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
の
掟
が
定

め
ら
れ
た
明
確
な
理
由
を
示
す
史
料
や
、
江
…
戸
時
代
を
通
じ
て
掟
が
存
続
し

た
の
か
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
町
が
唄
京

都
の
玄
関
口
」
に
あ
た
り
、
人
の
出
入
り
も
多
い
場
所
な
の
で
、
次
々
に
流

入
す
る
旅
人
を
素
早
く
さ
ば
く
た
め
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ま
た
、
一
八
世
紀
の
、
『
都
す
“
め
案
内
者
繍
や
一
九
世
紀
の
『
都
名
所

⑩車
』
に
は
宿
屋
の
名
前
が
三
〇
件
以
上
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
節
　
中
島
町
を
行
き
交
う
人
々

　
で
は
、
実
際
、
中
島
町
を
行
き
来
す
る
旅
人
は
、
京
都
の
玄
関
口
を
ど
う

見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
三
条
大
橋
の
往
来
の
多
さ
や
、
に
ぎ
わ
い
は
、

旅
人
た
ち
の
目
に
ど
の
よ
う
な
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

魍
史
料
京
都
見
聞
記
臨
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
紀
行
文
を
例
示
し
て
み
る
。

　
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
の
『
千
草
日
記
葡
で
は
天
和
三
年
三
月
二
六
日

の
条
で
、
「
（
中
略
）
三
条
の
は
し
を
わ
た
る
。
と
し
ご
ろ
あ
づ
ま
に
有
て
、

い
け
る
か
ぎ
り
の
幸
に
て
、
け
ふ
み
や
こ
に
つ
く
も
い
と
う
れ
し
う
、
組
す

ぎ
に
し
こ
と
の
お
も
い
出
ら
る
・
に
、
あ
は
れ
な
る
ふ
し
も
う
ち
ま
し
れ

り
し
と
述
べ
て
撫
・
作
者
が
「
み
や
こ
に
£
い
た
と
憲
を
得
て
・
安

堵
し
た
の
は
「
三
条
の
は
し
」
を
渡
っ
た
後
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
わ
ざ
わ
ざ

「
三
条
の
は
し
」
を
渡
っ
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
他
の
紀
行
文
中
に
も
、
在
京
中
の
京
都
見
物
の
最
中
に
三
条
大
橋
を

渡
る
こ
と
が
あ
れ
ば
記
録
し
て
い
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
三
条
大
橋
は
京

都
の
入
ロ
と
い
う
名
物
で
あ
り
、
橋
を
渡
る
こ
と
が
非
常
に
印
象
深
い
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
の
ケ
ン
ペ
ル
が
来
日
し
た
際
の
記
録
、
発
禄
四
（
一
六
九
一
）
年

の
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
㎞
を
み
て
み
る
と
、
ケ
ン
ペ
ル
が
京
都
を
訪
れ
た

と
き
、
「
三
つ
の
川
を
越
え
」
て
「
本
来
の
京
都
の
町
に
入
っ
た
」
と
述
べ

　
　
⑫

て
い
る
。
「
三
つ
の
川
扁
と
は
、
彼
が
渡
っ
た
順
に
白
川
、
鴨
川
、
高
瀬
川

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
条
大
橋
を
含
む
三
つ
の
橋
を
渡
る
と

「
本
来
の
京
都
の
町
」
に
至
る
。
「
本
来
の
」
と
は
「
洛
中
」
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
洛
中
」
こ
そ
が
「
京
都
」
で
あ
り
、

三
条
大
橋
・
小
橋
を
渡
る
過
程
で
中
島
町
を
横
断
し
て
「
本
来
の
京
都
の
町

に
入
っ
た
」
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
二
例
は
、
旅
人
に
と
っ
て
の
三
条
の
橋
を
渡
る
意
昧
が
わ
か
る
例

で
あ
っ
た
。
中
島
町
は
東
か
ら
の
旅
人
が
京
都
に
到
着
し
て
、
最
初
に
通
る

町
と
し
て
旅
人
の
目
に
映
っ
て
い
た
。

　
｝
方
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
か
ら
の
本
居
宣
長
の
鴨
在
京
日
記
』
で
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は
、
宝
暦
六
年
七
月
～
六
日
の
条
に
、
大
文
字
を
見
物
す
る
た
め
に
宣
長
が

ま
ず
向
か
っ
た
の
は
「
三
条
の
は
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
多
く
の
見
物
人
が
三
条
大
橋
へ
向
か
い
、
寺
町
通
り
ま
で
混
雑

し
て
い
た
と
い
う
。
三
条
大
橋
は
大
文
字
見
物
の
た
め
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寺
町
通
り
ま
で
混

雑
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
島
町
も
た
い
へ
ん
な
に
ぎ
わ
い
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
宣
長
が
欝
う
に
は
、
橋
の
上
か
ら
は
大
文
字
以
外
に
も
松
ヶ

崎
の
妙
と
法
の
字
、
船
形
も
見
え
た
よ
う
な
の
で
、
確
か
に
見
物
に
は
適
し

た
場
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
引
用
部
分
の
続
き
に
は
、
「
こ

よ
ひ
は
鴨
川
す
ち
上
よ
り
下
口
、
人
多
く
出
で
見
侍
る
、
王
条
の
橋
の
う
へ

よ
り
、
か
み
し
も
を
見
れ
ば
、
火
共
多
く
見
わ
た
さ
れ
て
、
け
に
都
の
内
な

ら
て
は
、
か
く
繁
花
は
あ
ら
し
と
、
い
と
・
め
お
と
ろ
か
る
。
漏
と
橋
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
河
原
の
に
ぎ
わ
い
を
見
渡
し
た
様
子
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
、
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
の
魍
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
幽
に
は
三
条

大
橋
の
上
か
ら
南
部
を
見
渡
す
二
人
組
が
描
か
れ
、
案
内
人
ら
し
き
人
物
が

傍
ら
の
入
物
に
案
内
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
京
都
の
名
物
と
し
て
三
条
大

橋
の
擬
宝
珠
に
刻
ま
れ
た
銘
文
を
記
し
て
い
る
者
た
ち
も
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
、
博
望
子
の
『
洛
陽
勝
覧
騙
や
、
天
保
九
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

三
八
）
年
、
『
十
国
巡
覧
記
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
入
々
に
と
っ
て
三
条
大
橋
の
存
在
は
、
単
に
鴨
川
を
横
断
す

る
た
め
の
手
段
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
、
東
か
ら
や

っ
て
き
た
人
々
に
は
、
旅
路
の
果
て
に
京
都
の
入
口
を
実
感
さ
せ
る
場
で
あ

っ
た
。
旅
人
に
と
っ
て
そ
の
往
来
の
多
さ
や
に
ぎ
わ
い
も
印
象
深
い
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
滞
在
中
の
人
々
は
、
橋
を
渡
っ
て
洛
外
の
名

所
観
光
へ
向
か
い
、
時
に
は
東
山
の
社
寺
や
大
文
字
の
送
り
火
な
ど
、
京
都

名
物
を
橋
か
ら
一
望
し
た
。
三
条
大
橋
は
交
通
の
手
段
と
い
う
本
来
の
目
的

以
外
に
も
、
京
の
玄
関
ロ
と
し
て
橋
自
体
が
京
都
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る

と
人
々
に
認
識
さ
れ
、
時
に
は
京
を
見
渡
す
場
所
に
な
っ
た
こ
と
で
周
辺
に

に
ぎ
わ
い
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
島
町
の
宿
屋
は
、
こ
の
よ
う

に
視
覚
的
に
も
わ
か
り
や
す
い
都
市
の
玄
関
ロ
に
立
地
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
碓
井
小
三
郎
編
噸
京
都
坊
門
誌
㎞
一
九
一
五
年
（
野
間
光
辰
編
『
新
修
京
都
叢

　
　
書
㎞
第
十
七
～
二
十
一
巻
、
臨
辮
書
店
、
　
｝
九
七
六
年
）
。

　
②
申
村
武
生
『
御
土
居
堀
も
の
が
た
り
』
京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五

　
　
年
、
四
一
～
四
二
頁
。

　
③
京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図
都
の
形
象
－
洛
中
洛
外
の
世
界

　
　
i
㎞
淡
交
社
、
三
二
～
三
五
頁
、
一
九
九
七
年
。

　
④
同
前
、
四
〇
～
四
一
頁
。

　
⑤
朝
尾
直
弘
「
門
洛
中
洛
外
町
続
」
の
成
立
一
京
都
町
触
の
前
提
と
し
て
の

　
　
一
」
（
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
、

　
　
一
七
頁
。
鴨
川
の
幽
趣
の
設
置
は
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
七
月
か
ら
始
ま
っ
た
。

　
⑥
朝
尾
直
弘
門
公
儀
橋
か
ら
町
衆
の
は
し
ま
で
」
（
門
脇
禎
二
・
朝
尾
直
弘
編

　
　
㎎
京
の
鴨
川
と
橋
1
そ
の
歴
史
と
生
活
一
㎞
思
差
閣
出
版
、
＝
二
三
～
～
七

　
　
八
頁
、
二
〇
〇
一
年
）
。
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⑦
野
間
光
辰
編
『
新
修
京
都
叢
轡
』
第
一
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
六
年
、
二
四

　
六
頁
。

⑧
欄
見
聞
記
㎞
（
第
一
章
注
⑳
）
一
、
一
四
頁
。

⑨
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
『
草
す
ず
め
案
内
者
ぬ
に
「
京
都
一
宿
の
所
家
名
」

　
の
項
に
三
八
軒
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
才
能
光
辰
編
『
新
修
京
都
叢
書
㎞
三
、

　
臨
川
書
店
、
　
一
九
七
六
年
）
。

⑩
文
政
三
（
一
八
三
〇
）
年
㎎
都
名
所
車
㎞
に
は
「
三
条
中
島
旅
籠
麗
」
の
項
に

　
三
五
軒
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
野
聞
光
辰
編
『
新
修
京
都
叢
書
』
五
巻
、
臨
川
書

　
店
、
一
九
七
六
年
）
。

⑪
同
前
、
～
〇
九
頁
。

⑫
同
前
、
　
九
三
～
一
九
四
頁
。

⑬
噸
見
聞
記
㎞
二
、
一
七
頁
。

⑭
蔀
三
月
編
『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
臨
川
轡
店
、
一
九
九
八
年
。

⑮
『
見
聞
記
㎞
～
、
三
四
八
頁
。

⑯
噌
見
聞
記
』
三
、
～
三
六
頁
。

第
三
章
　
中
島
町
の
役
割
と
宿
屋
仲
間
捷

　
第
【
節
　
橋
詰
町
と
し
て
の
役
割

　
本
章
で
は
、
中
島
町
文
書
を
活
用
し
て
、
京
都
の
出
入
り
口
と
い
う
立
地

条
件
と
結
び
つ
い
た
中
島
町
の
特
徴
と
し
て
、
三
条
大
橋
と
の
関
わ
り
、
お

よ
び
東
海
道
か
ら
入
京
す
る
旅
人
の
集
客
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
加

え
て
お
き
た
い
。
三
条
大
橋
と
小
橋
を
渡
る
旅
人
を
相
手
に
商
売
を
し
て
い

る
中
島
町
の
住
民
に
と
っ
て
、
橋
の
存
在
は
生
活
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で

あ
る
。
本
節
で
は
、
橋
と
町
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

　
三
条
大
橋
・
小
橋
は
公
儀
橋
と
し
て
橋
の
建
設
・
維
持
・
修
復
の
～
切
を

　
　
　
　
　
　
　
　
①

幕
府
の
管
轄
で
行
わ
れ
、
破
損
・
流
失
し
た
場
合
は
す
ぐ
に
修
理
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
に
は
日
常
的
な
管
理
が
不
可
欠
で
、
橋
の
付
近
の
橋
掛
り
町
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ば
れ
る
橋
筋
の
町
々
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
特
に
橋
詰
の
両
町
の
負
担

が
多
く
、
三
条
大
橋
西
詰
の
中
島
町
も
、
岡
東
詰
の
大
橋
町
と
と
も
に
日
常

的
な
管
理
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
申
島
町
文
書
の
「
橋
之
事
記
」
と
「
川
之

事
記
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
③

　
「
橋
之
事
記
」
に
は
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
～
安
永
四
（
～
七
七
五
）

年
の
三
条
大
橋
・
小
橋
の
破
損
状
況
の
報
告
、
町
が
行
っ
た
橋
の
手
入
れ
の

記
録
が
中
心
だ
が
、
出
水
等
で
四
条
の
仮
橋
が
流
失
し
た
際
に
祇
園
社
の
神

輿
が
三
条
大
橋
を
通
っ
て
迂
回
し
た
こ
と
も
記
録
し
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
橋
と
中
島
町
と
の
か
か
わ
り
が
わ
か
る
。
～
方
、
「
川
之
事
記
」
は
享
保

二
（
一
七
～
七
）
～
安
永
八
（
～
七
七
九
）
の
も
の
で
、
「
橋
之
事
記
扁
よ

り
も
詳
細
な
鴨
川
の
出
水
や
、
そ
れ
に
伴
っ
た
橋
の
修
理
過
程
な
ど
の
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
橋
之
事
記
」
も
「
川
真
際
記
」
も
冒
頭
部
分
に
「
於

先
代
二
年
寄
之
雑
記
中
類
聚
抜
書
焉
」
と
あ
り
、
町
の
代
々
の
年
寄
の
雑
記

か
ら
、
後
代
の
年
寄
が
一
部
抜
粋
し
て
書
き
残
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

抜
粋
さ
れ
た
記
事
が
ど
う
い
う
基
準
で
選
ば
れ
た
の
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、

中
島
町
が
行
っ
た
橋
の
管
理
の
様
子
を
わ
か
る
史
料
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
川
詩
心
記
」
に
よ
る
と
、
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
五
月
に
、
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三
条
大
橋
の
東
西
橋
詰
町
は
「
常
々
橋
之
客
勤
候
故
先
年
之
通
此
度
も
役
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

御
免
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
川
凌
え
は
、
町
代
が
正
々
か
ら
徴
集
す
る
人

足
の
　
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
橋
そ
の
も
の
の
管
理
に
あ
た
る
役
割
の
た
め

に
、
申
島
町
は
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
常
々
之
若
役
」
に
相
当

す
る
事
柄
と
し
て
、
「
橋
之
事
記
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
橋
洗
い
」
と
い

わ
れ
る
、
橋
脚
に
引
っ
掛
か
る
塵
芥
を
取
り
除
く
こ
と
や
、
ま
た
、
「
高
欄

朽
損
ジ
出
来
忠
義
御
腰
へ
申
上
候
」
と
い
う
よ
う
な
橋
の
朽
縄
報
告
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
時
の
管
理
は
こ
う
し
た
掃
除
や
点
検
が
主
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
で
あ
っ
た
が
、
高
札
に
書
か
れ
た
事
項
を
守
り
、
河
川
の
管
理
の
徹
底
の

た
め
に
他
町
へ
働
き
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
次
に
、
「
川
軍
事
記
」
の
享
保
十
四
（
　
七
二
九
）
年
九
月
の
洪
水
に
関

す
る
記
録
を
み
て
ゆ
く
と
、
「
御
分
水
木
」
と
い
わ
れ
る
水
深
計
を
観
測
し

な
が
ら
川
の
増
水
を
報
告
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
川
の
増
水
時
に
も
対
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
水
深
の
報
告
は
、
こ
の
年
の
九
月
四

日
に
、
三
条
大
橋
東
西
両
詰
と
五
条
大
橋
東
顯
両
詰
は
「
御
分
水
木
」
の
数

値
が
「
三
尺
已
上
二
成
候
ハ
・
喜
喜
度
々
御
断
り
可
申
上
旨
被
仰
出
候
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

役
所
か
ら
命
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
の
六
月
　
日
の
洪
水
時
の
記
録
を
参

照
し
て
み
る
と
、
洪
水
に
よ
り
「
御
分
水
木
扁
や
そ
れ
を
支
え
る
「
杭
」
が

流
れ
て
し
ま
っ
た
上
に
、
当
時
は
仮
橋
で
あ
っ
た
二
条
と
四
条
の
橋
も
使
え

な
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
「
当
所
い
よ
い
よ
往
来
留
り
、
此
節
御
千

苦
外
破
損
い
た
し
往
来
危
候
あ
い
た
橋
詰
之
町
中
不
残
暑
出
世
憶
い
た
し

⑩候
」
と
、
川
の
東
西
の
往
来
を
止
め
な
い
こ
と
で
、
京
都
の
入
口
と
し
て
の

意
義
を
保
持
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
彼
ら
が
常
時
も
非
常
時
も
橋
と
川
の
管
理
を
行
い
、

役
所
に
逐
一
報
告
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
橋
の
重
要
性
が
わ
か
る
。

ま
た
、
橋
が
損
傷
し
た
場
合
は
通
行
人
に
危
険
が
及
ば
な
い
よ
う
に
も
し
て

い
た
。
川
纏
え
人
足
が
免
除
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
実
務
を
日
常
的
に
遂

行
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
中
島
町
に
と
っ
て
橋
の
管
理

は
、
単
に
公
儀
の
命
に
よ
っ
て
負
担
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の

宿
屋
渡
世
の
た
め
の
客
人
の
往
来
を
保
護
し
、
宿
泊
業
に
と
っ
て
有
利
な
立

地
環
境
を
維
持
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
橋
の
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
を
常
々
意
識
し
続
け
ら
れ
た
と
も
い

え
る
。

　
第
二
節
　
申
島
町
の
宿
屋
渡
世
と
集
客
の
掟

　
中
島
町
に
と
っ
て
三
条
大
橋
の
維
持
管
理
は
自
身
の
生
業
に
深
く
関
わ
っ

て
い
た
が
、
さ
ら
に
宿
屋
渡
世
に
不
可
欠
な
も
の
は
集
客
で
あ
る
。
本
節
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
中
島
町
文
書
の
「
当
町
宿
屋
仲
間
之
掟
」
か
ら
読
み
取
れ
る
都
市
空
間
に

お
け
る
客
引
き
の
秩
序
を
考
え
た
い
。
当
史
料
は
、
同
文
書
に
お
い
て
宿
屋
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渡
世
の
内
容
に
関
わ
る
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
。

当
町
仲
間
定
之
事

一
西
口
韻
向
場
所
一
所
江
壱
人
宛
差
出
ス
事

一
高
町
営
辻
野
外
他
所
於
辻
本
二
て
く
わ
へ
き
せ
る
喧
嘩
口
論
堅
致
間

鋪
候
事

　
（
中
略
）

一
寺
町
6
付
入
り
候
客
衆
者
門
口
切
に
可
致
事

一
遠
方
6
付
入
り
候
客
衆
者
相
互
二
可
致
事

尤
木
賃
旅
籠
等
直
段
客
衆
聞
合
候
ハ
・
仲
間
定
之
通
相
互
二
急
度
相

守
可
申
事
、
井
國
々
冷
指
図
之
客
衆
右
同
様
可
為
候
事

～
当
町
内
行
抜
ケ
之
客
衆
、
東
江
行
ぬ
け
候
節
者
小
橋
冷
東
之
宿
屋
計

大
橋
江
出
竃
致
可
申
候
事
、
西
江
行
ぬ
け
候
客
衆
者
小
橋
6
西
之
宿

屋
計
河
原
町
点
出
悪
貨
致
憂
事

～
当
町
内
宿
屋
仲
間
之
儀
者
従
往
古
掟
を
不
背
相
互
二
渡
世
之
妨
二
不

相
罵
言
諸
事
厳
重
二
申
定
有
之
、
商
売
無
燈
仕
来
候
、
…

　
（
中
略
）

一
拳
胃
腔
南
江
近
来
者
奉
公
人
差
出
不
図
処
左
様
二
而
者
不
勝
乎
之
儀

も
可
有
之
哉
、
双
方
差
支
二
不
成
様
二
一
統
相
談
之
上
是
迄
之
奉
公

三
岳
其
年
之
人
数
二
極
而
半
分
宛
格
日
二
差
出
し
可
申
事
、
寺
町
之

　
　
　
辻
家
々
商
ひ
店
先
之
妨
二
不
足
成
様
心
懸
、
一
ツ
所
二
寄
り
叢
り
高

　
　
　
声
ケ
間
敷
事
相
慎
ミ
可
申
候
事
、
殊
更
往
来
繁
場
所
二
候
間
前
後
無

　
　
　
油
断
相
心
得
可
申
候
様
名
々
主
家
6
奉
公
人
江
急
度
申
付
差
出
し
可

　
　
　
申
事
、
此
外
古
来
6
墨
譜
諸
事
相
背
申
間
鋪
事

　
　
一
当
町
内
者
仲
ヶ
問
年
行
事
当
人
両
人
宛
一
ヶ
年
替
り
順
番
二
相
勤
可

　
　
　
申
候
事

　
　
一
仲
ヶ
間
諸
式
勘
定
者
順
番
年
行
事
替
り
之
節
惣
仲
ヶ
間
立
会
算
用
可

　
　
　
致
事

　
　
　
　
右
之
通
相
互
二
申
合
堅
ク
相
守
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宿
屋
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
ケ
問
連
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
省
略
）

　
こ
の
掟
は
、
文
政
～
三
（
一
八
三
〇
）
年
頃
の
も
の
で
、
四
条
目
に
「
当

町
内
宿
屋
仲
間
之
儀
者
従
往
古
掟
を
不
背
相
互
二
渡
世
之
妨
二
不
相
成
様
諸

事
厳
重
二
幅
定
有
之
…
篇
と
あ
り
、
町
内
に
は
古
く
か
ら
宿
屋
の
掟
が
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら
、
先
行
す
る
掟
は
中
島
町

文
書
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
当
史
料
か
ら
読

み
と
れ
る
事
柄
を
検
討
す
る
。

　
掟
の
条
項
を
見
て
い
く
と
、
町
の
西
ロ
に
出
迎
え
の
者
を
一
人
出
す
こ
と
、
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寺
町
の
辻
を
は
じ
め
、
他
所
で
き
せ
る
を
く
わ
え
、
喧
嘩
や
口
論
を
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
客
引
き
の
作
法
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

掟
は
宿
屋
渡
世
の
円
滑
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
客
引
き
の

作
法
に
関
し
て
は
詳
細
な
取
り
決
め
が
存
在
し
て
い
た
。

　
例
え
ば
、
「
寺
町
6
付
入
り
候
客
衆
者
門
口
切
二
可
致
事
」
と
い
う
条
目

と
、
「
遠
方
6
付
入
候
客
衆
者
相
互
二
可
怒
号
／
尤
木
賃
旅
籠
等
直
人
客
衆

聞
合
候
ハ
・
仲
間
定
之
通
相
互
二
急
度
面
面
可
申
事
、
井
國
々
面
差
図
之
客

衆
右
同
様
可
為
候
事
」
と
い
う
条
目
が
あ
る
。
中
島
町
で
宿
探
し
を
す
る
旅

人
に
対
し
て
、
前
者
は
、
魚
町
方
面
か
ら
到
着
し
た
客
に
対
す
る
呼
び
込
み

は
各
家
の
門
前
で
行
う
こ
と
、
後
者
は
遠
方
か
ら
到
着
し
た
客
は
互
い
に
自

由
な
呼
び
込
み
を
行
え
る
が
、
宿
賃
は
仲
間
定
め
に
従
う
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
町
内
で
も
、
寺
町
に
近
い
西
側
の
宿
屋
は
、
東
海
道
か
ら
の
客
が

到
来
す
る
三
条
大
橋
か
ら
遠
く
な
る
う
え
、
到
来
す
る
客
数
も
大
橋
側
の
方

が
多
く
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
寺
町
側
の
宿
屋
が
、
寺
町
側
か
ら

到
来
し
た
旅
入
を
確
保
し
や
す
く
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
「
当
町
内
行
抜
ケ
之
客
衆
、
東
江
行
ぬ
け
御
節
者
小
橋
台
東
之
宿

屋
計
大
橋
江
算
道
致
可
申
立
事
、
西
江
行
ぬ
け
候
客
衆
者
小
橋
6
西
之
宿
廃

計
河
原
町
二
出
竈
可
致
候
事
」
と
い
う
条
目
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
中
島
町

を
単
純
に
通
り
す
ぎ
る
だ
け
の
旅
人
に
対
す
る
客
引
き
は
、
三
条
小
橋
で
町

内
を
東
西
に
二
分
し
、
町
内
を
西
か
ら
東
へ
通
り
抜
け
る
旅
人
に
つ
い
て
は
、

小
橋
よ
り
東
の
宿
屋
が
三
条
大
橋
付
近
で
待
ち
受
け
、
東
か
ら
西
へ
通
り
抜

け
る
旅
入
は
小
橋
よ
り
西
の
宿
屋
が
河
原
町
付
近
で
待
ち
受
け
る
よ
う
に
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
条
目
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
客
を
取
る
際
の
空
間
的
な
制

限
を
設
け
る
こ
と
で
、
町
内
の
営
業
権
の
平
等
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
京
都
に
お
け
る
宿
屋
営
業
や
客
引

き
の
空
間
的
制
限
が
、
個
別
の
町
内
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
一
方
で
、
「
寺
町
之
辻
家
々
商
ひ
店
先
之
妨
二
不
相
成
様
心
懸
」
と
し
、

往
来
の
多
い
場
所
で
、
奉
公
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
大
声
で
客
引
き
を
し
な
い

よ
う
に
取
り
決
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
京
都
内
で
の
客
引
き
の
激
化
を
懸
念

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
中
島
町
の
宿
屋
の
仲
間
掟
か
ら
は
、
自
身
の
生
業
を
守
り
な
が
ら
、
役
所

が
触
れ
る
注
意
事
項
を
順
守
す
る
と
い
う
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
残
念
な
が

ら
、
中
島
町
文
書
で
は
他
に
宿
屋
と
し
て
の
実
態
を
伝
え
る
史
料
に
乏
し
い

が
、
右
の
仲
間
掟
は
近
世
京
都
の
宿
屋
集
積
地
に
お
け
る
客
の
流
れ
や
そ
の

応
対
に
つ
い
て
、
空
間
的
な
秩
序
の
一
端
を
示
す
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

①
　
松
村
博
魍
京
の
橋
物
語
幅
松
籟
社
、
一
九
九
四
年
、
九
八
頁
。

②
前
掲
①
、
＝
一
六
頁
。
な
お
、
江
戸
や
大
坂
の
公
儀
差
縄
近
で
は
髪
結
床
の
営

　
業
が
許
可
さ
れ
、
彼
ら
に
橋
の
管
理
が
課
さ
れ
て
い
た
。
京
都
で
は
三
条
白
川
橋
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の
付
近
に
髪
結
床
が
営
ま
れ
て
い
た
。

③
「
橋
之
事
記
」
中
島
町
文
書
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
写
真
版
）
。

④
「
川
之
事
記
」
中
島
町
文
書
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
写
真
版
）
。

⑤
「
川
之
事
記
扁
四
五
四
〇
－
八
六
三
、
八
六
四
、
（
以
下
「
上
之
事
記
扁
四
五
四

　
〇
1
八
六
三
、
八
六
四
と
略
記
。
後
出
の
中
島
町
文
書
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

　
「
表
題
」
整
理
番
号
、
と
略
記
）
。

⑥
「
橋
之
事
記
」
四
五
四
〇
－
五
八
○
。

⑦
中
島
町
内
、
橋
の
西
詰
め
の
高
札
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
（
『
町

　
触
㎞
　
　
巻
、
ニ
ニ
ニ
項
、
七
　
七
号
）
。

　
　
　
　
条
々

　
　
一
往
還
人
並
牛
馬
に
い
た
る
ま
て
橋
の
上
に
停
滞
い
た
す
へ
か
ら
さ
る
事

　
　
一
橋
下
敷
石
よ
り
上
壱
町
、
下
四
町
之
内
に
て
石
砂
毒
魚
を
取
り
ま
し
き
事

　
　
一
敷
石
上
壱
町
、
下
四
町
之
外
た
り
と
い
ふ
共
、
東
西
之
石
垣
近
所
、
惣
武
川

　
　
岸
を
除
、
中
筋
に
て
石
砂
可
取
之
事

　
　
～
敷
石
の
上
へ
ち
り
あ
く
た
を
捨
、
又
ハ
も
の
を
あ
ら
ひ
水
を
あ
ひ
申
聞
敷
事

　
　
｝
町
裏
石
垣
一
切
築
出
す
間
淫
事

　
　
右
条
々
山
相
守
旨
旨
、
若
於
有
違
反
之
二
者
三
等
曲
事
者
也

⑧
こ
の
と
き
、
橋
が
流
さ
れ
な
い
た
め
に
行
っ
て
い
た
処
置
に
つ
い
て
は
松
村
氏

　
の
前
掲
①
（
一
三
九
～
一
四
〇
頁
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑨
「
川
之
事
記
」
四
五
四
〇
－
八
七
二
。

⑩
「
橋
之
事
記
」
四
五
四
〇
－
六
八
四
。

⑪
　
門
諸
式
納
帳
」
四
五
四
〇
－
一
三
二
～
一
三
八
。

お
　
わ
　
り
　
に

旅
人
の
流
入
の
増
加
を
受
け
て
十
八
世
紀
半
ば
頃
に
は
、
京
都
の
各
所
に

宿
泊
・
滞
在
施
設
が
多
数
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
特

に
宿
麗
は
、
往
来
が
多
く
、
旅
人
た
ち
が
め
ざ
し
た
で
あ
ろ
う
三
条
大
橋
・

五
条
大
橋
・
六
角
堂
界
隈
に
集
積
し
て
い
た
。
や
が
て
…
部
の
宿
屋
た
ち
は

会
所
を
開
設
し
、
宿
屋
渡
世
許
可
の
門
札
を
発
行
し
て
新
規
の
宿
泊
業
者
の

増
加
に
規
制
を
か
け
た
り
、
長
期
滞
在
を
さ
せ
る
寄
宿
を
制
限
し
、
巡
礼
の

旅
人
の
宿
泊
に
つ
い
て
は
宿
屋
へ
の
優
先
的
な
受
け
入
れ
を
役
所
に
認
め
ら

れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
宿
屋
と
し
て
の
生
業
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の

よ
う
な
宿
屋
の
利
権
獲
得
の
過
程
に
お
い
て
、
宿
屋
と
そ
れ
以
外
の
宿
泊
業

者
間
の
営
業
地
と
客
引
き
の
空
間
的
制
限
や
、
宿
泊
さ
せ
る
客
の
種
類
が
次

第
に
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、
宿
屋
集
積
地
の
～
つ
で
あ
る
中
島
町
は
、
宿
屋
渡
世
と
同
時
に
京

都
の
玄
関
口
と
し
て
旅
人
の
目
に
留
ま
る
名
所
「
三
条
大
橋
し
の
維
持
・
管

理
を
大
橋
町
と
共
同
で
行
い
、
交
通
の
円
滑
化
を
担
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
橋
の
管
理
は
御
公
儀
の
役
目
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
直
接
彼
ら
自
身

の
生
業
に
関
わ
る
立
地
環
境
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
中
島
町
の
宿
屋
仲
間
の
掟
に
は
町
内
外
で
の
客
引
き
に
つ
い
て
の

詳
細
な
決
ま
り
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
京
都
に
お
け
る
宿
泊
業
の
営

業
や
客
引
き
の
利
権
を
認
め
ら
れ
た
上
で
も
、
な
お
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
旅
人
の
止
宿
の
場
で
あ
る
宿
泊
業
者
の
活
発
な
動

き
が
み
ら
れ
る
点
は
観
光
都
市
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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以
上
の
知
見
か
ら
は
、
近
世
の
都
市
の
宿
屋
の
特
徴
と
し
て
、
二
つ
の
点

が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
あ
が
る
。
第
一
に
、
都
市
内
で
宿
屋
渡
世

に
適
し
た
立
地
条
件
に
基
づ
い
て
宿
屋
街
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
都
市
内
の
他
の
宿
泊
業
者
と
の
競
争
に
打
ち
勝
つ
た
め
集
住
地
域

ご
と
に
組
織
化
し
、
営
業
権
を
ほ
ぼ
独
占
的
に
認
め
ら
れ
た
宿
屋
渡
世
に
好

条
件
の
空
間
を
持
ち
、
さ
ら
に
個
別
の
町
内
に
お
い
て
も
客
引
き
を
空
問
的

に
制
限
し
て
営
業
の
平
等
性
を
図
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
は
、
響
銅
の
止
宿
以
外
の
役
割
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
従
来

の
研
究
で
は
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、

宿
屋
仲
間
た
ち
の
組
織
化
や
特
権
的
な
営
業
権
に
関
し
て
は
保
谷
氏
が
江
戸

の
例
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
京
都
で
も
類
似
の
動
き
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
江
戸
の
宿
屋
に
関
す
る
研
究
成
果
と
比
較
す

れ
ば
、
京
都
の
宿
屋
は
、
そ
の
主
要
な
旅
客
は
巡
礼
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
往

来
の
道
筋
が
宿
屋
の
立
地
と
集
積
を
規
定
す
る
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
、
選
入
の
種
類
だ
け
で
は
な
く
、
空
間
的
な
要
因
も
客
引
き
な
ど
の

集
客
に
影
響
し
て
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
本
稿
の
検
討
は
、
中
島
町
と
い
う
個
別
の
場
所
と
宿
屋
渡
世
の

職
業
集
団
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
他
の
橋
掛
り
町
と
の
比
較
や
、
他
の
宿

屋
集
積
地
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
だ

が
、
洛
中
の
宿
泊
業
者
と
、
洛
中
洛
外
の
境
や
洛
外
な
ど
の
、
主
要
な
往
来

筋
か
ら
離
れ
た
地
域
の
旅
籠
屋
と
さ
れ
た
宿
泊
業
者
の
関
係
に
も
注
目
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
役
所
が
旅
人
の
流
入
や
止
宿
の
場
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
っ
た
理
由
の
～
つ
に
は
、
治
安
や
防
犯
面
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
杉
森
哲
也
氏
が
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
よ
う
に
京
都
に
は
…
貫
町
と
呼
ば
れ
た
木
賃
宿
街
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、

下
層
社
会
の
形
成
の
場
と
し
て
、
宿
泊
施
設
の
都
市
に
お
け
る
機
能
を
検
討

す
る
こ
と
は
や
は
り
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
今
後
は
、
さ
ら
に
全
体
的
な
近
世
京
都
の
詳
細
な
動
向
と
関
連
さ
せ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
近
世
の
人
の
移
動
や
行
動
に
関
連
し
て
も
、
宿
屋

の
研
究
は
滞
在
と
い
う
視
点
を
中
心
に
都
市
空
間
を
捉
え
る
可
能
性
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

①
杉
森
哲
也
『
近
世
京
都
の
都
市
と
社
会
』

　
二
頁
、
二
〇
〇
八
年
。

東
京
大
学
出
版
会
、
三
四
二
～
三
五

［
付
記
］
　
本
稿
は
平
成
二
十
三
年
度
に
京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
へ
提
出
し

た
卒
業
論
文
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
京
都
府
総
合

資
料
館
と
京
都
市
歴
史
資
料
館
の
方
々
に
非
常
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
宋
尾
な
が

ら
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
）
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Urban　Spaces　and　lnns　in　Early　Modern　Kyoto：

The　Case　of　Nakajima－ch6　on　the　West　Bank　of

　　　　　　　the　Kamo　River　at　Sanjo一　Bridge

by

SAsAKI　Natsuki

　　This　study　examiRes　the　instit面onal　and　spat圭al　characteristics　of　iRns　for

tourists　in　early　modern　Kyoto，　with　special　reference　to　the　inn　district　of

Nakajima　（Nal〈ajima－ch6）．　Many　pilgrlms　headed　for　lse　Shrine　or　traveliRg

the　holy　circuit　of　33　Buddhist　temples　ln　the　Kinl〈i　region　（Saigol〈u

Sanjasan－ka－sho）　tended　to　make　a　short　stay　at　Kyoto，　where　a　specialized

hotel　business　flour圭shed．】日［istorical　stud玉es　of　inns　in茎arge　cities，　includ圭ng

Edo　（the　former　name　of　Tokyo），　Osalca，　and　Kyoto，　have　focused　not　on　the

economics　or　geograpkic　locations　of　lodging　businesses　but　on　their

subordinate　activities，　such　as　supporting　lodgers　who　were　engaged　in

judicial　proceedings　or　seeking　employment．　Therefore，　a　study　is　needed　of

inns　in　early　modern　Japanese　cities　that　considers　the　politicaL　social，　aRd

geographical　characteristics　of　the　hotel　business．　Nakajima－ch6　serves　as　an

ideal　case　study　on　aspects　of　the　institutional　evolution　of　hote｝　districts

owing　to　its　prime　location　at　the　west　side　of　Sanj6　Bridge，　which　was　the

main　gateway　to　Kyoto　and　had　the　status　of　a　landmark．　A　number　of

tourists　have　recorded　their　impressions　of　the　area　in　their　diaries．

　　Nakajima－ch6　residents　recognized　the　value　of　their　prime　｝ecation　for

runniRg　inns　for　tourists．　At　the　time，　Kyoto　had　other　establishments　for

accommodating　tourists：hatagのTa，　which　offered　tourists　accommodations　as

well　as　services　from　prostitutes；　chaya，　which　supplied　refreshments　to

tourists　but　not　lodging；　kishuhu，　which　accepted　tourists　stayiRg　for　lengthy

periods，　and　ordinary　inns．　These　types　were　distinguished　by　custom　and

government　regulation．　As　they　strgggled　intensively　to　attract　tourists，

Nakajima－ch6　and　the　other　four　inn　districts　wi£h　excellent　locations　formed

a　union　and　then　requested　to　be　franchised　by　the　city　government，　which

wouid　help　stabiJlze　their　business．　These　hotei　areas　were　located　along　the

main　streets　of　Kyoto　（Sanj6－d6ri　and　Goj6－d6ri）　or　nearby　destiRatioRs　of
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pilgrimage　（Rokkakud6　Temple）．　They　were　given　priority　to　accommodate

tourists　over　other　types　of　housings　and　districts．　These　districts　strove　to

survive　by　maximizing　the　spatial　restrictions　on　avai｝abie　space　and　by

restricting　barkers．　Further，　they　were　also　iegally　a｝lowed　to　accommodate

tourists　headed　for　the　Saigoku　Sanju－san－ka－sho　pilgrimage　or　lse　Shrine．

However，　a　number　of　tourists　also　chose　to　lodge　at　other　businesses　or

establishmeBts　that　had　not　obtained　the　right　to　provide　accommodations．

Although　the　city　government　endeavored　to　coRtrol　every　lodgiRg　business

area　aBd　establishment，　it　did　Rot　always　succeed．　These　processes　show　the

gradual　granting　of　rights　to　inn　districts　as　well　as　aspects　of　tourism　in

early　modern　Kyoto．

　　Sanjo一　Bridge　was　called　a　ko－gi－bashi，　public　bridge，　which　indicates　the

role　of　the　Tokugawa　Shogunate　ln　its　management．　However，　the　daily

management　of　the　bridge　was　left　to　the　residents　who　lived　at　both　sides

of　the　bridge，　namely，　Nakajima　and　Ohashi　districts　to　the　west　and　east，

respectively．　They　were　responsibie　for　recording　their　activlties　related　to

managing　the　bridge．　For　example，　they　reported　damage　to　the　bridge　in

detail；　they　were　required　to　let　passers－by　ford　the　Kamo　River　when　the

bridge　was　damaged　by　flooding．　For　iRn　hosts　in　the　Nakajima　district，

securing　the　traffic　of　tourists　meant　securiBg　their　guests．　lf　the　bridge　was

out，　they　would　not　have　guests．　They　also　formed　a　rnerchant　guild，　where

they　established　rules　related　to　the　use　of　barl〈ers　in　order　to　maintain

equa｝　business　rights．　lndividual　districts　had　more　intricate　rules　for

attracting　tourists　compared　with　Kyoto．　This　trend　shows　the　spatial

requirements　of　streams　of　tourists　and　their　receptlon　by　resldents　of　£he

clttster　of　inns　in　Kyoto．

　　In　sum，　this　work　shows　two　characteristics　of　inns　in　early　modern

Japanese　cities．　First，　hotel　districts　were　formed　at　locations　that　were　ideal

for　businesses　targeting　tourists．　Second，　hotel　districts　in　Kyoto　were

organized　in　guilds　to　overcome　competition　from　others．　They　control｝ed

the　locations　ideal　for　iRns　aRd　were　al｝owed　to　operate　exclusively．　Further，

they　ensured　equal　business　rights　by　imposing　restrictions　on　barkers．

Studies　on　inns　show　the　possibilities　for　understanding　urban　places　as

locations　to　accommodate　tourists．
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